
    ①居酒屋消防   消防計画 

 

１ 目的と適用範囲 

この消防計画は、（ ①居酒屋消防 ）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災等の災害を

予防し、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、ここに勤務し出入りする全ての者に適用

する。 

 

２ 防火管理の権原と業務 

防火管理者は、（ ②消防太郎 ）とし、この計画について一切の権原を有し、次に掲げる業務を行

う。 

(１) 統括防火・防災管理者の意見を求めながら、自テナントの防火管理業務を忠実に行う 

(２) 自テナントの消防計画の作成と変更 

(３) 自テナントの消火、通報、避難訓練の計画とその実施 

(４) 建物等の自主検査及び消防用設備等の自主・法定点検の実施と結果の保管 

(５) 火気使用設備・器具の点検整備及び指導監督 

(６) その他防火・防災管理上必要な業務 

 

３ 従業員の守るべき事項 

(１) 避難口、階段避難通路等には避難障害となる設備を設置したり、物品を放置しないこと 

(２) 防火戸の付近には、常に閉鎖障害となるものを放置しないこと 

(３) 消火器具は常に使用可能な状態にしておくこと 

(４) 喫煙は指定された場所で行い、灰皿・吸殻の後始末を完全にすること 

(５) 火気使用設備・器具の周囲は常に整理整頓し、使用前後に必ず点検し安全を確認すること 

(６) その他火災予防上必要なこと 

 

４ 自衛消防活動 

火災及び地震等災害発生時には統括防火・防災管理者の指揮のもと、全テナントが協力して消火・

通報・避難誘導等を実施し、防火管理者は災害の被害状況を確認して、従業員に必要な指示を与える。 

 

 ５ 地震対策 

(１) 看板、陳列棚等の転倒、落下等の防止対策を事前に行い、確認しておくこと 

(２) 非常持出品の準備及び確認 

(３) 火気使用設備・器具等の使用の停止及び出火防止措置 

 

附 則 

   この消防計画は、令和 年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

①店舗の名称を記入してください。 

②防火管理者の氏名を記入してください。 

施行日を記入すること。 



自衛消防隊組織編成表（地区隊） 

係   名 氏   名 任  務  内  容 

自 衛 消 防 隊 長 ③ 
 通報の確認、避難誘導及び消火活動の指揮

並びに避難人員の確認 

通 報 連 絡 員 ④ 
 １１９通報するとともに関係者への連絡 

消防隊の誘導及び情報の提供 

避 難 誘 導 員 ⑤ 

 在館者等を建物外に誘導する 

 混乱防止のため大声で避難方向、方法につ

いて指示する 

消 火 員 ⑥ 
 消火器又は屋内消火栓により、消火 活動

にあたる 

 

 

 

 

消防用設備等及び火気設備等の自主点検及び日常の維持管理 

点検箇所 点検方法 点検時期 

消火器 目視による位置、腐食の有無等 月１回 

こんろ等調理器具周辺 目視による周囲可燃物の状況等 毎 日 

吸殻の処理 目視による完全消火の確認等 毎 日 

避難経路の確保 目視による階段、廊下の物品の有無等 毎 日 

終業時の火気の確認 目視による最終確認 毎 日 

   

 

 

      

③は店長・防火管理者等の監督的な立場の方を指名して下さい 

④～⑥は氏名での記載若しくは、役職（フロア員）等でも可能です。 

※ 氏名で記載した際は、従業員の変更等あった際に再度提出が必要となります。 


